
総務課人事係   25 １１１３

市民課人権・市民交流係   25 1126

職　　種
一般事務員、保育士、幼稚園講師、看護師、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、医療事務員、
管理栄養士、家庭児童相談員、船員、現業職（清掃作業員・定期船桟橋業務員・道路作業員・
調理員・用務員・支援員）、宿日直代行員など

登録できるかた 年齢要件はありませんが、学校在学者を除きます（令和５年３月末までに卒業見込みのかたは
登録可能）。

任　　用
勤務していただく必要が生じた場合、会計年度任用職員登録者の中から選考して任用します。
ただし、登録期間は 1 年間とし、登録されても任用されない場合もあります（令和 5 年 4 月任
用については、原則として申込期限までに登録されたかたの中から選考します）。

勤務形態

職種により異なります。
フルタイム…… 正規職員に準じ、１週あたり 38 時間 45 分（１日７時間 45 分）勤務で、任用

期間は年度末まで（12 か月以内）とします。
パートタイム… 1 週あたり 37 時間 30 分（１日７時間 30 分）以内の勤務で、任用期間は年度

末まで（12 か月以内）とします。

申込方法 市の申込書に履歴書を添えて、総務課人事係へ申し込んでください。

申込期限 1月 20 日（金）※申込期限後も随時受け付けます。

　市では、令和５年度会計年度任用職員の登録希望者を募集します。
　会計年度任用職員は、一会計年度を任期として任用される非常勤職員で、応募者は登録名簿に登録され、
必要に応じて選考のうえ、勤務していただきます。

令和５年度令和５年度

会計年度任用職員登録希望者の募集会計年度任用職員登録希望者の募集

伊勢・鳥羽・志摩合同

日本語支援者養成講座

参加無料
定員：50 人（先着順）

と　き ２月 18 日（土） （午前９時 30 分開場）

基礎編　午前１０時～正午
　・日本語支援ボランティアとは
　・ボランティアとしての心構え、気を付けること
　・日本語と国語の違い　　　　　　　　　など

実践編　午後１時～ 3 時
　 ・「やさしい日本語」
　　その考え方と支援活動への活かし方　　など
※正午～午後１時　休憩

対　象  日本語支援に興味のあるかた・支援を始めたいかた・始めて間もないかた
 （伊勢・鳥羽・志摩　近辺在住在勤）

ところ  伊勢市生涯学習センター・いせトピア３階　研修室１・２（伊勢市黒瀬町５６２-１２）
申込方法  １月 10 日（火）～27 日（金）までに、右の QR コードから申し込んでください。

  QR コードから申し込みできない場合、電話またはファクスで氏名・住所・連絡先を
 伊勢市市民交流課まで連絡してください。

伊勢市市民交流課 ( 伊勢市国際交流協会事務局　☎ 0596 21 5549　 0596 21 5642）

主催：伊勢市国際交流協会・鳥羽市国際交流協会・志摩市国際交流協会

講師：船見和秀先生
（伊賀市在住、日本語教師）
　・日本語教師養成講座講師を 20 年以上歴任
　・地域日本語学習支援活動歴 29 年
　・「やさしい日本語」普及活動
　・「やさしい日本語」指導者養成講座講師
　・ 外国につながる子どもへの日本語指導コーディネータ
　　…など日本語教育・多文化共生に長年関わる

申し込み
QR コード
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